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福井医科大学一般教育紀要 第 8号(1988)

カントの「自然の合目的性J(111)-

「目的論的判断力の批判」における自然目的の概念一一笠

山本 達

倫理学教室

(昭和63年10月31日受理)

(ー)

カントは周知のようにく自然の合目的性〉を、一方では自然美の観察・判定の批判的原理と

して、他方では有機体の自然観察の原理として、さらには有機体を含む自然全体についての目的

論的な世界考察のための原理として取り扱う。『判断力批判』の本論でく自然の合目的性〉は、前

者の場合、く主観的合目的性〉であり、後者の場合はく客観的合目的性〉あるいはく実質的合目的

一(1)性〉である。しかしながら、その「序論 」のなかでく自然の合目的性〉が反省的判断力の超越論

的原理として呈示され(vgl.， XX.209f.， V.18lf.)、その場合それは、く形式的合目的性>(vgl.，XX. 

204)、あるいはく論理的合目的性>(vgl.， XX.216)とよばれる。カントにおいてく自然の合目的性〉

は、単に、有機体とい 7特殊の自然物の認識のために要求される原理や、自然美の判定を可能

にするような原理を意味するだけではないのである。

本稿のわれわれの考察はく客観的合目的性〉の問題に、なかんずく有機体の判定・自然観察

におけるく客観的合目的性〉の問題に限定される。とはいえ、先ずさしあたって、反省的判断力

の超越論的原理として位置づけられるく形式的合目的性〉、〈論理的合目的性〉について簡単に

(2) 予

解れておき 、また」れとの関連で目的論的判定の原理、すなわちく客観的合目的性〉が導入

されるに至る経緯に注目しておきたい。

カントによる、判断力の超越論的原理としてのく自然の形式的合目的性〉の呈示は、特殊的

経験的な自然認識の可能性の問題に関わる。そしてその特殊的経験的な認識の可能性の問題は、

※本稿の要旨は、日本カント協会第13回学会(1988年)で、「有機体の判定のためのく自然の客観的合目的性〉

について」の題目で研究発表されたものである。
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山本 達

『純粋理性批判」における「分析論J のテーマとは異なる意味で提起きれるのである。その「分

析論」の帰結を踏まえるカントは、「経験のあらゆる対象の綜括としての全自然が、超越論的法

則、すなわち悟性自身がアプリオリに与える法則に従って一つの体系をなす(XX.208)Jというこ

とを、先ず認める oしかしそのことから、「経験的な諸法則にも従っている自然もまた、人聞の認

識能力にとって把握可能な体系である (XX. 209) Jということは、導き出きれえない。なぜな

ら、経験一般の可能性の条件である超越論的法則においては、特殊的経験的な諸法則の多様性

と差異性とは捨象きれるからである。「悟性は、自然の超越論的立法において、単に経験一般の

可能性の条件を経験の形式の面でのみ考慮する (XX.210)りしたがって 超越論的法則による自

然の統一は、特殊的経験的な諸法則の差異を抽象して成り立つょっな「あらゆる経験の分析的

統一(XX.204Anm.) Jでしかない。これに対して、自然の特殊的経験的な諸法則の多様性と差

異性とをそのままにうちに含むような「体系としての経験の綜合的統一(XX.204Anm. ) Jは、

悟性にではなくて反省的判断力にとっての問題であるとされるのである。

「経験的諸法則については……あまりに無限の多様性と多大の異質性が可能で、あるから、こ

のような(経験的な)諸法則のもとにある体系の概念は、悟性にとってはまったく疎遠で‘あら

ざるをえない(XX.203)oJ無限に多様な経験的諸法則の可能性とこうした諸法則のもとにある自

然(経験)の体系的統ーとは、われわれの悟性にとっては偶然的である (vgl.，V183) ともいわ

れる。 rしかしそれにもかかわらず、そのような統ーが必然的なものとして前提きれ仮定きれ

なければ‘ならない(V183)oJしたがってそのために反省的判断力が必要とする原理が、カントに

よれば、 くわれわれの認識能力に対する自然の合目的性(vgl.，XX.202，204Anm.) > を意味する

く自然の形式的合目的性〉、〈論理的合目的性〉にほかならないのである o

このように「経験的諸法則の体系としての経験(XX.203)Jの可能性のための超越論的原理と

してく自然の形式的合目的性〉を導き出すカントの議論の進め方は、必ずしも明確ではないが、

カントはその議論の過程で、「自然の種別化」にく形式的合目的性〉の一つの重要な実質的な意

味内容を見出しているように d思われる。カントによれば(vgl.，XX.214f.)、 およそ体系というも

のを成り立たせることのできる論理的形式は、普遍的諸概念の分類の方法に求められるが、こ

の分類のし方は二通りに区別きれる。一つは「特殊的なものから普遍的なものへと上昇して行

く(XX.214)J方法、すなわち「多様なものの類別化(Klassifikation)(a.a.O.) Jであるoこれに対

して他方は、逆に「普遍的概念から出発して、特殊的概念に……下降する (a.a.O.)J方法、すな

わち「多様なものの種別化(Spezifikation)(XX.215) Jの方向である。しかるに注目すべきこと

にカントは、 「反省的判断力は、もし自然がその超越論的法則きえもなんらかの原理に従って

種別化することを前提にしないならば、自然全体をその経験的差異性に従って類別化するとい

うことを、この判断力の本性からいっても試みることができない(a.a.O.)Jと説く o 特殊的なも

のから普遍的なものへと上昇する、反省的判断力による経験的認識の体系的脈絡づけは、自然

自身がみずからを種別化するということを当の判断力自身が前提にしないことには、不可能な
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カントの「自然の合目的性J(lll)

ことだとされるのである。この場合、この「種別化」は単なる論理的原理に過ぎないのではな

い。それは、自然認識の体系化が可能であるために、反省的判断力が要求せざるをえないとこ

ろのく自然自身がみずからを多様に種別化する〉という自然自身に与えられるべき規定なので

ある。こうした「自然の種別化」が、くわれわれの認識能力に対する自然の合目的性〉、すなわち

く自然の形式的・論理的合目的性〉に含まれている、一つの実質的な意味内容として解されてよ

いであろう o

特殊的経験が相互に脈絡づけられるべきならば、その限りにおいて「経験的諸法則に従う体

系としての経験(XX.203)j、「体系としての経験の綜合的統一(XX.204Anm. ) jが仮定されてい

なければならない。そして人間情性にとっては偶然的であるこの統ーを、われわれが必然的と

して思惟することができるために要求きれる原理が、くわれわれの認識能力に対する自然の合目

的性〉に他ならない。その意味でその原理は、多様な特殊的経験的認識を可能にする判断力に

とっての超越論的原理とじて特徴づけられる。しかしカントは、もしそうした原理を仮定しな

いならば、およそ自然認識が不可能で、あるといっているのではない。そうではなくて、そこで

主張されていることの要点は、この原理が前提きれないことには、多様な特殊的経験的認識

(これによって認識される多様な経験的諸法則)の体系的脈絡づけが不可能だということにあ

る。われわれは、カントがく自然の形式的合目的性〉に託している、こうした超越論的意義を確

かめるために、この点に関するマク 7ァランドの解釈を引き合いに出しておこう。

「経験的諸法則に従う体系としての経験(XX.203)J、 「経験的諸法則の体系的連関(a.a.O.)J 

そして「経験的諸法則にも従っている自然の体系(XX.212Anm.) jなどにおける、経験的諸法則

なるものを、マクファランドは、われわれが科学研究にあって体系化を試みようとするところ

の「一群の研究データ」を指示する用語として受けとる(3)。これに対して特殊的な自然認識の

超越論的な前提は、「一群の研究データはわれわれがそれらを体系化することの可能で、あるよう

なたぐいのものである」という陳述(statement)に置き換えられ(4)、 この陳述と科学研究活動

(scientific activity)との関係が次のように(5)説かれるのである。

上述の「陳述J は、どこまでも研究活動それ自身に相関的な前提として把えられなくてはな

らない。「陳述」が研究データの体系化を試みる研究活動の前提であるということは、かりにそ

の「陳述」の真理性を否定しながら研究活動を試みるのであるならば、そのことは科学研究と

して無駄であり無意味であろうことを意味するのである。しかしそのことは、われわれが一群

の研究データの体系化の試みを始めるまえに、その「陳述」の真理性をまえもって仮定してい

なくてはならないという意味に解きれるならば、正しくない。といつのは、われわれは、たと

え研究データが体系化きれうること、そのこと自身をあらかじめ積極的に仮定していなくても

一群の研究データを体系化することが可能で、あるか否かを探究するのであって、しかし、その

場合でも、われわれは先の「陳述」の真理性を否定しながら研究データの体系化を試みることはばか

げたことであるからである。その「陳述」が研究活動の前提で、あるからといって、その際「陳述」
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内容それ自身が研究者によって自覚的に承認されていることが、要求きれているわけではない。

研究活動においてその前提として要求きれていることは、その「陳述」の否定を拒否するとい

つことなのである。カントの説く、反省的判断力の超越論的原理としてのくわれわれの認識能力

に対する自然の合目的性〉は、科学研究活動にとっての、このような意味での「前提」として

解されるべきなのである o カントはくわれわれの認識能力に対する自然の合目的性〉を自然の

客観的な規定として前提して自然を研究しなければならないと主張するのではなくて、この原

理の真理性を否定しながら自然を研究することが、われわれにとって無意味で、あることを示し

たのである o

、(6) 可隆 司

マクファランドによれは 、」の点で確かL、反省的判断力の原理と自然因果性の原理との

あいだにはある種の類似性が見られる o とはいえ両者の決定的な相違もまた明らかである。確

かに、自然因果性の原理の妥当性を否定するならば、一切の自然研究が一般に不可能になるの

と同様に、反省的判断力の原理を否認することは自然の経験的諸法則の脈絡ある探究を不可能

にする。しかしながら、前者の原理はそれの客観的妥当性に関して、自然研究に先立つてそれ

自身として証明されるべきものであるとすれば、これに対して後者については、その原理自身

の客観的妥当性の証明が不可能で、ある点に、両者の決定的な相違があるとされるのである。

〈自然の形式的合目的性〉を、主観における経験的な認識活動に相関的な、そのための前提

であると見る、このようなマク 7 ァランドの見解はその細部はともかくとしても大筋におい

ては、カントのく形式的合目的性〉に対する適切な理解を示しているといえる。カントは、『判

断力批判」の「序論」のいたるところで、その原理が判断力にとっての主観的原理でしかない

ことを強調する O くわれわれの認識能力に対する自然の合目的性〉は、「カテゴリーのように、

綜合的統一を客観的に規定する概念ではなくて、自然の探究のための手引きとして役立つ主観

的原則(XX.204Anm. ) Jでしかない。「それ〔自然の合目的性という超越論的概念〕は、客観(自然)

に対しではなにものも付与しないで、それは単に、われわれが自然の対象の反省においてすみず

みまで脈絡づけられた経験を意図しつつふるまわなければならないような、唯一の〔態度の〕

とり方、したがって判断力の主観的な原理(格率)を表わしているに過ぎない(V184)ωしたが

ってまた、「判断力は自然の可能性のためのアプリオリの原理をもってはいるが、しかしそれは

主観的な見方においてのみである。その原理によって判断力は自然に対して(自律として)で

はなくて、自己自身に対して(自己自律Heautonomieとして) 自然についての反省のために法

則を指定する (V185~6) Jのである r序論」において、特殊的経験の可能性、および体系として

の経験の可能性のための超越論的原理としてく自然の形式的合目的性〉が呈示される。しかし

同時にまたカントは、これらの引用に明らかなように、 くわれわれの認識能力に対する自然の

合目的性〉すなわちく自然の形式的合目的性〉が、自然を客観的認識の対象として規定するカ

テゴリーとしてではなくて、自然を反省しつつ不断にその特殊的経験的な諸法則を探究してい

くための手引きとして、主観自身のっちに前提・仮定されるべき主観的原理であることを強調
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カントの「自然の合目的'性J(III ) 

するのである。

(ニ)

〈自然の形式的合目的性〉は、反省的判断力の超越論的原理として呈示される。というのも、

多様な経験的な諸法則を見出し、その体系化を試みるわれわれの認識能力に対して自然が合目

的的であるということを、反省的判断力が前提・仮定しないことには、体系的に脈絡づけられる

べき特殊的経験的な認識が不可能であるからである。ところでカントによれば、特殊的経験的諸

法則に従う体系としての経験において綜合きれるべき、それら諸法則自身は、どれもあらかじ

め自然因果の法則として規定きれる。したがってまた、反省的判断力が特殊的経験的な自然認

識の可能性のために前提・仮定せざるをえないく自然の形式的合目的性〉は、われわれの認識能

力に対して自然が合目的に配置されていること (Anordnung)(vgl.，XX.214)を意味するものでは

あっても、自然の多様な特殊的諸法則が相互に、あるいはそれ自身において合目的的な性質のも

のであることを意味するわけではない。してみれば、〈自然の形式的合目的性〉が反省的判断力

の超越論的原理として呈示きれでも、なお、自然の実質をなすものは、どこまでも機械的(me-

(7) 
chanisch)法則のままであると言えるのである

ききに触れたように(8)、 〈自然の形式的合目的性〉はく自然の種別化〉を含意する。 f.

判断力は自己の原理によって 経験的諸法則に従う自然の諸形態の種別化において、自然の合

目的性を思惟する (XX.216)ojしかるにカントによれば f......そのことによって合目的的として

思惟されるものは、自然の諸形態それ自身ではなくて、単に、それらの形態の相互の関係、し

かもそれらの形態が多大の多様性にありつつ経験的諸概念の論理的体系に適合しているという

関係に過ぎない (XX.216) jのであるoこのようにカントは、特殊的経験的な諸法則の体系

的連関における合目的性と、自然の多様な諸形態それ自身における合目的性とを明確に区別す

る。前者の体系、すなわち「経験的諸法則に従う体系としての経験(XX.203)jは、確かに、「わ

れわれの人聞の認識能力にとって把握可能で、ある体系(XX.209)jをなすのであって、かかる体

系を可能ならしめるべく仮定されるく自然の形式的合目的性〉に関して、目的というものが思

惟されるべきではある。しかし、その目的は、客観(自然)のなかにではなくて、われわれ

の認識能力のなかに措定されたものとして考えられる他ないのである。われわれの認識能力に

よって経験的諸法則が互いに体系的に脈絡づけられて把握されるという、主観における経験の

体系化可能性それ自身が、目的として思惟されるべきなのである (vgl.，XX.216)。したがってカ

ントによれば、〈自然の形式的合目的性〉はく美感的合目的性〉と同様にまた、く主観的合目的性〉と

しても特徴づけられる (vgl.，V359)ことになる。

く自然の形式的合目的性〉に基づいて「そこから それ自体において合目的的な自然の諸形

態の産出を推論する (XX.218)Jことはできない。というのも「そうした自然諸形態がなくても、
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経験的諸法則に従うところの自然の体系は…・ー可能で、ある (a.a.O.)Jからである。そればかりで

はなし )0 自然の諸形態それ自体における合目的性、すなわちく自然の客観的合目的性〉が、カ

ントの用語では「自然産物における実在的合目的性(vgl.，XX.217)Jともいわれるが、それはま

た、反省的判断力の超越論的原理としてのく形式的合目的性〉のように一切の経験にさき立っ

てア・プリオリに仮定きれることもできない(vgl.，V359)。機械的な自然概念であれ、あるいは

「経験的諸法則に従う自然の体系(XX.212Anm.) Jであれ、そうした自然概念・理念からア・

プリオリにく自然の客観的合目的性〉を導出するための手立ては存しないのである。カントは、

なんらかの意味で経験的事実性を前提とし、これを媒介としてのみ「合目的的な自然形態(XX.

218)j、したがってまたく自然の客観的合目的性〉の問題の考察へと向かうことができると考え

る(vgl.，XX.218，V375-6)。 この経験的事実性こそ、カントによれば、特殊の自然物としての

有機体に関わるものであることは、いうまでもない。「その存在者〔有機体〕がー…-実践的でな

い目的概念に客観的実在性を与え、かつ、そのことによって自然科学のために目的論への根拠

を与える唯一の存在者なのである (V375)oJ

しかしながらカントは他面でまた、 く自然の形式的合目的性〉と特殊の自然物の可能性に関

わるく客観的合目的性〉との連関に、われわれの注意を促してもいる。「われわれは、特殊的諸

法則における自然の根底に合目的性の原理をおくべき根拠をいやしくももつのであるから、わ

れわれに経験が自然の産物における合目的的な形態を示す限りは、この合目的的な形態を、特

殊的諸法則における自然が基づくであろうような根拠と同ーの根拠に帰することは、やはり常

に可能であり、また許容されている (XX.218)oJカントにあって、かかる根拠、すなわちく自然

の合目的性〉一般がそこに帰せられる根拠が一体どのようなものとして想定されうるのである

かの問題に、われわれはここで立ち入ることはできない。それにしても、ひとたび〈自然の形

式的合目的性〉が判断力の超越論的原理として仮定されるならば、その限りにおいて、「その超

越論的原理自身が、合目的性の概念のような特殊の概念を自然と自然の合法則性に適用するこ

とを少なくとも許容する (a.a.O.)jというカントの主張には、注目しておいてよい。「第二序論」

ではまた、 く自然の形式的合目的性〉が、「目的の概念を自然に適用するように悟性を準備して

おいた(V193-4)jともいわれる。自然に目的の概念を適用すること、自然のうちに合目的的な

形態を見出すことが、 く自然の形式的合目的性〉の原理によって許容され準備されているとい

う見通しを、カントは明示しているのである o

しかしいうまでもなく、このょっな許容と準備は、 く自黙の形式的合目的性〉からのく自然

の客観的合目的性〉の導出を意味するものではない。その導出のためには、ききの引用にある

ように、「経験がわれわれに自然の産物における合目的的な形態を示すこと (XX.218)jが不可欠

な条件とされるのである。

経験が示してくれるという、自然の産物における合目的的な形態を カントは一体どのよう

な仕方で描写するのであろうか。また、いかにしてわれわれは、そうした経験によってく自然

- 24-



カントの「自然の合目的性J(III ) 

の客観的合目的性〉へと導かれるのであるか。しかし、この種の問題にアプローチするまえに、あ品か

じめわれわれは、カントによって呈示きれるく客観的合目的性〉の概念に既にまえもって含意

きれていると思われる意味内容を見ておく必要があろう o

カントによれば(vgしV366~7) 、 く客観的実質的合目的性〉はどこまでも一種の因果関係と

して把えられる。それは、結果の理念がその原因の原因性の根底におかれ、結果(としての物)

の可能性の制約と見なされるよつな、そのよつな因果関係として規定される o そしてく客観的

合目的性〉はさらに、 く相対的合目的性〉と〈内的合目的性〉とに区別されるのである。前者

の合目的性は、結果(としての物)とは別に他の存在者が前提きれ、その存在者の技術のため

の素材・手段にそなわる合目的性である。すなわちそれは、当の物にとって外的な存在者にと

っての、その物の「有益性(Nutzbarkeit)Jあるいは「実利性(Zutraglichkeit)Jにすぎない (vgl.，

V367)。これに対して後者にあっては、当の結果(としての物)がそれ自身において端的に目

的とみなされること、あるいは目的として可能で、あるとみなきれることが要求きれる。

カントはく相対的合目的性〉の実例として、例えば、河川!と植物の生長に役立つ土壌との関係や、

砂層の沈澱とこの上に繁茂するドイツトウヒとの、さらに一般に地上の植物、草食動物、肉食動

物の聞に見られる依存関係などをあげている (vgl.，367~8)。これらに見られる相対的合目的性

は、しかし、「これが附与されるべき物自身にとっては、単に偶然的でしかない合目的性(V368)J 

である。したがってカントは、相対的合目的性に関する目的論的判定が根拠づけられるためには、

ある物がそれに対して実利的、有益的とされるところの自然的存在者それ自身がJ自然の目的」

であるという条件カ守荷たされなくてはならない(vg1.，368~9)と考える。すなわち、自然の相対的合

目的性に関する判定は、一定の自然的存在者か端的に自然の目的であることの洞察を前提とせぎる

をえないのである o 自然物が、自然的存在者としての人間にとって有益で、あるとか、あるいは、

他の被造物にとって実利的であるとかいわれるにしても、その人間や被造物が自然の目的であ

ることが洞察きれていない限り そ7した自然物について下きれる目的論的判定にはなんら正

当な根拠は見出きれないのである o しかしそつした洞察は、カントによれば、単なる自然考察

を超える問題なのである。

こうしてカントは、 く客観的合目的性〉に関する考察を、さしあたってまず、以上のような

相対的合目的性から区別きれるべき内的な合目的性に限定する。一定の自然物が他の自然的存

在者との関係においてではなくて、それ自身において合目的的であるような物の内的合目的

性は、「第一序論」では、絶対的合目的性ともよばれる。「私が自然形態の絶対的合目的性のも

とで理解するものは、物の可能性の根底にその物の理念が……おかれなくてはならない性質を

もつような、その物の外的形状や内的構造である (XX.217)oJ 一定の自然物の理念がその物自

身の可能性の根拠とされるような自然物について そのような物の外的形状や内的構造

が内的に合目的的であると理解される。そしてカントによれば、こつした内的合目的性のもと

で理解されるような、換言すればそれ自身が端的に目的として可能で、あると見なされるような
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自然物が、「自然目的(vgl.，V370)jとして規定される oこうして、〈自然の客観的合目的性〉に関わ

る目的論的判定の問題は、さしあたって、こうした内的合目的性および自然目的の概念をめぐ

って提起されるのである。そのきい相対的合目的性の方は、あらかじめ考察のそとにおかれる

のである。

次に、カントが自然目的の概念の呈示のための重要な契機として、次の二つのことを指摘し

ていることは、われわれにとって重要でnある。一つは、自然目的としての自然物の「偶

然性」であり、今一つは、自然目的の概念に含意きれている実践理性とのアナロギーである O

カントは、自然目的の概念の呈示にあたって、第一に、 r[自然目的としての〕物の形態は単

なる自然法則に従っては可能で、ないこと (V370)j、換言すれば「そうした物の形態が経験的自

然法則に従っているにしても偶然的であること (a.a.O.)jを、自明なこととして前提する。自然目

的としてのく客観的合目的性〉は、，(自然の)物とその形態との偶然性(V360)jを含意する o

カントによれば¥一般にく自然の合目的性〉は，(一切の悟性概念から見れば)それ自体として偶

然的な合法制性(XX.204)jとして規定される。「合目的性とは、偶然的なものそのものの合法則

性である (XX.217)jともいわれる O 自然目的の概念はそれゆえに、，(自然法則から見られた)

その物の偶然性の概念と不可分に結びついている(V398)jとされるのである。

第二に、特殊の自然物の偶然性のゆえに、そうした自然物の認識のためには、理性の概念が

仮定きれなくてはならないとカントは考える。自然目的の概念が呈示きれる、「判断力批判』に

おける64節の最初のパラグラフでは、次のように述べられる。

「ある物が目的としてのみ可能であることを洞察するためには…・・・その物の形態が単なる自

然法則に従っては可能で、ないといつこと…・・・むしろその形態の経験的な認識でさえも、その形

態の原因と結果とから見て、理性の概念を前提するということが要求される。このように、一

切の経験的な自然法則のもとにあるにもかかわらず、その形態が偶然的であるということが…

それ自身、そうした自然産物の原因性を、あたかも、まさにその偶然性のゆえに専ら理性によ

ってのみ可能で、あるかのように、仮定しなくてはならない根拠である。しかしその場合、この

理性は、目的に従って行為する能力(意志)であって、単にこの能力から可能なものとしてのみ表

象きれる客観は、目的としてのみ可能なものとして表象きれることであろう (V369-70)oJ 

ここでは、自然目的としての自然物は単に機械的自然法則から見られる限り偶然的な結果

であるという意味での、自然物の偶然性が、自然目的の概念に必然的に含まれていることとして示さ

れているとともに この偶然性自身に こうした自然物の経験的認識の可能性のために理性の

概念を仮定しなくてはならない理由がある、とされるのである。しかもその場合、その理性は

目的に従って行為する能力としての意志、すなわち実践理性を意味するのである。「第一序論」

では自然目的としての自然物は、「その物の内的可能性が目的を前提にする、 そのような物、したが

って、その物の産出の原因性の根底に……おかれているような概念を前提にする、そのような物(XX

232)jとして特徴づけられている。またJ目的論的判定の客観としての自然は、その自然の原因性の

po 
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点で、目的についての概念をもっ限りでの理性と一致するものとして、 思惟きれるべきである

(XX.233)jともいわれる。目的の概念はカントによれば、本来、「客観の可能性の根拠が理性に帰

せられるかぎりで、の理性の概念(XX.234)jであってみれば、そうした理性が実践理性であるこ

とはいうまでもないであろう。

もっともカントによれば、そつした客観の産出の原因性としての理性をわれわれ人間は、専

ら「技術の産物」についてのみ知ることができる (vgl.，XX.234，V397)。したがって、「客観に関

して理性を技巧的と名づけることは われわれ自身の能力の原因性の経験にかなっている (XX.

234， vgl.，V397)j ことであるが、「自然を理性と同じょっに技巧的として表象すること」を、わ

れわれは経験において知ることができない(XX.235)。自然目的としての自然物の可能性のため

に理性的原因性が仮定されざるをえないが、しかしわれわれの経験は、この原因性を自然物の

うちに端的に見出すことができないというところに、自然目的の概念のはらむ困難な問題が存

するのである。この問題をカントは基本的に、自然目的の概念を構成的原理としてではな〈て、

反省的判断力の統制的原理として位置づけることによって解決しょっとするわけであるが、わ

れわれは、この問題にここで立ち入ることはできない。

われわれがさしあたって確認しておきたい点は、自然目的の概念が理性的原因性との、すなわち

実践理性とのアナロギーを不可欠の契機として含意するということである。カントによれば、

目的論的判定において「われわれは……(われわれ自身のうちに見出すような)そうした原因

性とのアナロギーに従って、対象の可能性を表象する (V360)jので、ある o自然目的の概念は自然

認識のための構成的概念ではない。 Iそれにしてもそれは、目的一般に従つわれわれの原因性

とのわずかのアナロギーに従って、この種の対象についての自然研究を指導し、かつ、そうした

対象の至高の根拠について思索するという、反省的判断力にとっての統制的概念であることは

できる (V375)Jのである O

以上のように、内的なく客観的合目的性〉としての自然目的の概念には、自然物の偶然性、

実践理性とのアナロギーといフ二つの契機がその概念呈示のために前提されている。ところで

さきに触れたようにこの二つの契機はカントにおいて、密接不可分の関係にあるものとして説

かれている。しかもカントは自然物の偶然性に、その物に関して原因性としての理性概念(目的概念)

を仮定せざるをえない根拠を見ょうとする。カントはどうしてそのように見なすことができる

のであろうか。その理由を検討するために、次にわれわれは、経験において与えられる特殊の

自然物としての有機体の特性に対する、自然目的の概念の適用の問題へと進まなくてはならない。

(三)

カントは『判断力批判」の第二部「目的論的判断力の批判」の冒頭の61節のなかで、さきに

見たように、「自然物の可能性の原理としての客観的合目的性」が自然物の形態の偶然性と不可
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分である(V.360) ことを述べて、そのことを例証するために、有機体の構造について次のように

説く。

「例えば、鳥の体の構造、すなわちその骨の空洞やその翼の運動のための位置や尾の進路操

縦のための位置などが、引合いに出されるならば、これらはすべて、自然における単なる因果

結合(nexuseffectivus) から見られるだけで、さらに特殊の原因性、すなわち目的の原因性(目

的結合nexusfinalis)のたすけを借りないのであれば、極度に偶然的であると云える、すなわち自

然は、単なるメカニズムとして考察されるならば種々雑多なしかたで別様に形成されうるので

あって、そうした原理に従う統一に行きあたることはないといえる……(a.a.O.)oJ 

カントによれば、有機体は単なるメカニズムの原理に従っては説明されえず、有機体にお

けるしかるべき機能をもっ諸器管の統一的形成は、機械的自然法則から見られる限り、偶然的

な結果でしかないのである o そしてここでは、そフした有機体の統ーの理解へとわれわれを導

くものが、目的論的原理に他ならないことが示唆されているのである o

批判前期にすでにカントは、有機体の形成については、メカニズムの原理が十分の説明の根

拠を与ええないことを認めている。『人のさまぎまの人種について.n(1775年)の論文は、人類と

いう同一類に属するきまざまの人種を 一定の動物種としてではなくて 同一種のもとにある

変種あるいは亜種と見なすべきであり、亜種としての人種の成立を、「目玉種」あるいは「自然素

質(naturlicheAnlage) J に帰すべきことを説く、注目に価する論文である。カントはそのな

かで、一般に動・植物の変異、すなわち、同一種のもとにありながら異なる自然条件(例

えば気象、土地条件)にきまざまのしかたで適合することによってさまざまの亜種が形

成されるということを、有機体の諸部分やそれらの相互関係を解発する(auswickeln)r旺種」や

「自然素質」の働きに帰している (vgl.，II .434)。 そうして、その「旺種」や「自然素質」の働

きのうちに、さまざまの自然条件のもとで被造物としての有機体が自己を保存するために、自

然がその「腔種」、「自然素質J をそれぞれの有機体に「隠された内部の装備」として武装させ

ておいたという「自然の配慮(Fursorge) Jが、読み取られるべきだという (a.a息)。さらにカント

は、 「目玉種」や「自然、素質」に起因するところの、一定の自然条件に適合した亜種の形成につ

いて、次のように述べる rこうした適合を、偶然や普遍的な機械的法則が産みだすことはでき

ない。したがってわれわれは、そのような時宜をえた解発を、〈前もって形成された(vorge bildet ) > 

こととして見なさざるをえない(II .435) Jとo

この論文の子細はともかくとしても、この時期カントは、有機体の形成が単なるメカニズム

の原理で説明きれえないことを認めていることは明らかである。有機体の形成がそこに起因す

る「旺種」や「自然素質」の概念、に対して、 自然の機械的な原因性とは異質で、ある意味が与えられ

ているといってよいであろう。しかも「旺種」や「自然素質」の根底には、これらをそれぞれ

の有機体の内部にその自己保存のために装備させておいた「自然の配慮」が存するのである o

。。
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したがって、これによって形成きれるそれぞれの有機体の構造をJ前もって形成されたもの」

として特徴づけるカントの見方は、目的論的原理の導入を誘うものである。

しかしカントが有機体を明確に目的概念と結びつけて考えるようになるのは、『判断力批判』

の執筆とほとんど時を同じくして出版された『哲学における目的論的諸原理の使用について』

(1788年)においてであろう。そこでカントは、 「自然科学において一切が自然的に説明され

ねばならない(四.178.)Jといっ原則に同意する。しかし他方では、その点に自然科学の限界が

認められるのであって、その限界に接する問題領域を、他ならない有機体の概念が指示していると

いう (vgl.，vm.178-9)。有機体は、「そこに含まれている一切のものが、相互に目的であり手段であ

る関係によってのみ可能で、ある物質的な存在者である(咽.181)oJ Iしたがって、それによって

有機体の器官形成(Organisation )がひき起こきれるところの根本力(Grundkraft )は、目的に従

って作用する原因として思惟きれねばならない(vm.a.a.O.)oJ カントによれば、有機体の可能性

は、 「物理的一機械的説明様式」では説明されえないのであって、その可能性に関しては「目

的論的な説明様式」だけが人間理性に残きれている (vgl.，vm179)。それゆえにカントは、その可

能性の根拠として、有機体の器官形成において目的論的に働く根本力というものを想定する o

この根本力はまた、一定の有機体の血統(Stamm) による器官形成において見出きれるような

';f艮源的素質(u日prunglicheAnlage) Jとしても、特徴づけられる (vgl.，a.a.O.)。

しかしカントによれば、「この血統それ自身が一体いかにして発生したのであるかという、こ

の課題は、人間にとって可能な一切の自然学(Physik)の限界を超え出ている (a.a.O.)Jとされる。

というのも、本来、目的因としての「根本力」をその規定根拠の点から、われわれが経験によ

って知ることができるのは、技術作品の可能性の原因である、われわれ自身の倍性と意志につ

いてのみであって、この経験を離れて新しい根本力を虚構することは、自然学には許きれない

( vgl.，四.181)からである。したがって、「一切の有機体の組織(Organisierung )それ自身が一体ど

こから根源的に由来しているのか」という問いは、自然科学によっては答えられない。それは、

「自然科学の外に」すなわち形而上学に、委ねられなくてはならないのである(vgl.， vnr. 179)。

このようにカントは、有機体に関する「自然的」な説明において、目的論的原理の使

用がなんらかの意味で要求されざるをえないことを認める r干艮本力」、「血統」そして「根源的

素質」などの概念が、そのことを示す。しかし、これらの概念によって指示されることがらの根

源的な由来についての問いが、これらの概念に不可避的に伴っているからには、有機体に関す

る目的論的な原理の使用によってわれわれは、自然科学では答えられない形市上学的な問題

領域へと移行せざるをえない事情を、カントは認めざるをえないのである。Ii'判断力批判』に

おける有機体に関する目的論的判定の問題の解明においても このようなカントの姿勢が受け

継がれているといってよい

きてわれわれにとっての問題は特殊の自然物、すなわち、機械的自然法則から見られるかぎり偶然的
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であるとしかいえない有機体の形態に対して、自然目的の概念がいカミにして適用されうるのであるか、

にある。この間題を念頭におきながらY判断力批判』におけるこの間いに深く関わるカントの記述、特

に64、65節で示きれる有機体の特性描写に関して、そのあとをたどりつつ検討を加えてみたい。

自然産物が目的として、したがって自然目的として判定されつるためのさしあたっての要件

を、カントは次のように規定する。「もし物が(たとえ二重の意味においてであれ)それ自身の

原因であり、また結果でもあるならば、その物は自然目的として存在する (V370)oJ 

この条件命題の意味するところを明らかにするために、カントは、樹木を実例にあげて次の

ように説く (vgl.，V371-2)。それによれば、樹木が樹木の原因であるのは、三つのしかたによ

ってである。第一に、個体としての樹木は別の個体としての樹木を産出するが、類としては同

ーの樹木をたえず産出する。そのようにして「樹木はたえず類として自己を保持する (V371)ω

第二には、樹木は個体としての自己自身をも産出する(生長)。個体としての樹木の生長には、外

界から摂取される素材(Stoff)が必要とされるが、その素材は確かに生の素材としては、外界か

らの単なる抽出物(Edukt)に過ぎないけれども、樹木の生長において付け加わる物質(素材)

は、樹木自身によってあらかじめ加工されたものとしての種別的・固有的質をおびる。この質

を、樹木以外の自然のメカニズムが提供することはできない。 すなわち樹木における生の素材

(すなわち抽出物としての素材)の分解と合成には、樹木自身の分解能力と形成能力との独創性

が認められる O したがって、樹木の発育のための素材は、その質の点で、樹木それ自身の産物

(Produkt)である。 第三としては、樹木の諸部分の保持の相互依存性があげられる。樹木の各

部分は他の部分の生存にとって必要であって、芽や樹葉は樹木の他の部分によって保持される

とともに、樹葉なしに幹や枝は生存し得ない。カントはまた、接木や芽づきの現象にも注目

し、そこから類推して、樹木の部分である樹葉や枝が、他の部分に依存しながらも、それ自身で

生長する個体としての意義をも、担っていると見る。その意味て¥樹木の諸部分は、その保

持が相互依存的であることによって、自己自身を産出する o

カントは、自然産物が自然目的として判定されるための条件を、く物がそれ自身の原因であり

また結果でもある〉ことに求める。そして樹木に例証されるように、有機体の類としての自己

産出(生殖)、個体としての自己産出(生長)、さらにまた諸部母の相互依存による自己産出などの現

象が、その条件を充たしていると云う。もっともカントは、これらの有機体の特性がその条件

によって明瞭かつ十分に説明されうると考えているわけではない。ここでは、生殖や生長、き

らに諸部分の相E依存の関係が、く物がそれ自身の原因でありまた結果でもある〉という特殊な

因果関係を、単に例示するものとして取り扱われているにすぎない。したがってカントは、そ

のさしあたっての条件が、自然、目的として判定きれるべき自然産物(有機体)の特性を表わす

表現としては、「暖昧」であることを認めてもいるのである(vgl.， V.372 )。

しかし、カントによるこのような条件提示には、より一層の難点があるように思われる。カ

ントは、有機体の特性を表わすさきの条件命題は、 「自然の根底に目的をおくことなしには、
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たとえ矛盾なしに思惟しうるにしても理解できない(V371)Jという。しかし、カントは、その

理由を示していない。その限りわれわれには、有機体に関するカントのさしあたっての規定は

単なる同語反復に過ぎないのではなかろうかという疑義が残るであろう o 実のところ、そのこ

とにカント自身気づいているようにも思われるのである。

そのことは、ききに引用した「もしも物がそれ自身の(たとえ二重の意味においてであれ)

原因でありまた結果でもあるならば……(傍点筆者)Jの条件命題で述べられている「二重の意

味」に留意きれるならば、容易に推測きれるであろっ o ここでカントは、あらかじめ原因結果

の関係を二重の意味で考えているのではなかろうか。条件命題における原因結果の関係のうち

に、カントは、あらかじめ目的因の関係をも持ちこんでいるのではないかと思われる。したが

って、カントがさしあたって与えるく物が自己自身の原因でありかつ結果でもある〉という条

件は、自然目的として判定きれるべき自然産物の特性としては、カント自身にとってもはなは

だ「不本意」なかたちのものであらざるをえないのである (vgl.，V372)。

以上のように、自然物が自然目的として判定きれるための要件として、きしあたって与えら

れた規定がいろいろと問題を含むことをカントは認める。そこでカントは、そのための要件を

改めて次の二点に要約する。そこにわれわれは、特殊の自然物としての有機体が自然目的とし

て判定きれるための条件と見なされるべき有機体の特性を、一応見てとることができるのであ

るo

第ーの要件は次のように規定される。

「自然目的としての物に第一に要求きれていることは、諸部分が(それらの存在と形態の面

で)それらの全体に対する関係によってのみ可能で、あるということである。というのは、その

物がある概念のもとで言い換えれば その物に含まれるべき一切のものをア・プリオリに規

定しなければならない理念のもとで、把握されているからである (V373)0J 

〈諸部分が全体への関係によってのみ可能である〉という規定は、さきに見たきしあたって

の要件では触れられていない。カントによる有機体の特徴づけとして、極めて重要な意義をも

っ全体と部分との関係が、ここに初めて指摘されるのである o しかしここでは、諸部分の可能

性が全体に依存するという関係について、立ち入った説明は与えられていない。この規定はカ

ント自身認めているように、自然目的として判定きれるべき有機体の特徴づけとしては、未だ

不十分なのである o われわれは、その規定を有機体の特性を表わすものとして受けとるにして

も、カントはその規定を、そこから有機体が自然目的として判定されるべきことの必然性が導

き出されるような要件としては、語っていないことに注意すべきであろう。

この要件についてカントが述べていることは、 くもし物の諸部分が全体への関係によっての

み可能で‘あるならば、その物は自然目的として可能で、ある〉ということではなくて、 〈物がそ

れ自身目的であるならば(傍点筆者)、その物の諸部分は全体への関係によってのみ可能である〉

ということにすぎない。物がそれ自身目的であるということは、その物に含まれている一切の

q
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部分がその存在と形態の面で、あらかじめ、その物の全体の理念に適うものとして規定されて

いなくてはならないことを意味する o 換言すれば、この要件は、単に自然目的として可能な物

のみならず、目的として可能な物一般がみたすところの条件として、提示されているのである o

したがってこの要件は、なによりも技術作品(Kunstwerk)に対して妥当するものなのである。

カントによれば、技術作品は「その産物の諸素材(部分)から区別される理性的原因による

産物であって、 (諸部分の調達と結合とにおける)その理性的原因の原因性は、諸部分の調達

と結合とにより可能で、ある全体の理念によって……規定されている(a.a.O.)oJ技術作品における

諸部分の結合は、この作品にとって外的な理性的原因によって規定きれ、その原因の規定根拠

(原因性)は、その原因のあらかじめ有する作品全体の理念のうちにある。そのかぎり、技術

作品にあっては、その作品の諸部分とそれらの結合とは、理性的原因における作品全体の理念

に依存するのである。

く諸部分は全体への関係によってのみ可能で、ある〉の規定は、本来的には、こうした技術産

物の特徴づけに他ならない。ここでカントは、目的として可能な物一般に含意されている、全

体への部分の依存関係に注目しているのである。自然目的として判定されるべき自然産物、有

機体もまた、目的として可能な物である限り、このような要件を含まなくてはならないのは当

然である。この当然のことに注視することは確かに、重要なことであるにしても、しかしその

要件は、カントによれば、自然物が自然目的として判定きれるべき、そのような自然物、すな

わち有機体の特性の規定としては、依然として不十分なのである。そこでカントは、自然目的

として判定きれるべき自然産物 すなわち有機体の特性を表示するために、この第ーの規定に

対してさらに次のような第二の規定を付け加えるのである。

「第二に要求きれることは、物の諸部分が、互いに相互的にそれらの形態の原因であり、か

つまた結果であることによって、全体の統一へと結合するということである。というのは、そ

うしたしかたでのみ、全体の理念が、逆に改めて(相互的に)一切の諸部分の形態と結合とを規

定することが可能で、あるからである。ただし全体の理念が諸部分を規定するのは、原因として

ではなくて というのは、そうであればその物は技術産物ということになろうから一一、そ

うではなくて、その物を判定する当事者にとっての、所与の物質の中に含まれている一切の多

様の形態と結合の体系的統一の認識根拠としてである (V373)ω

きて、自然産物が自然目的として判定されるために、この物の可能性を、技術産物における

ように、端的にその物の外部にある理性的存在者の原因性に帰することはできない。自然目的

としての物は、その物の内的可育副生において目的への関係を含むべきなのである(vgl.， V373 )。その点

に留意するならば、ここでカントが述べている要点は、次の二点にまとめることができょう。一

つには、自然目的として判定されるべき自然産物(有機体)においては、その諸部分が互いに

原因であり結果であることによって、その物の全体の統ーを形成するということである。その

場合、諸部分が相互に原因であり結果であるといっ関係が、諸部分が相互に産出し合う関係とし
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て把えられる (vgl.，a.a.O.)。カントは、有機体の諸部分が互いに産出し合うという意味で互いに

原因であり結果でもあり またそのようにして全体を産出すると見るのである。第二にカント

は、自然目的としての物(有機体)にあっては、そのものの全体の理念が逆にその諸部分の形

態と結合とを規定すると見なす。ただしこの場合、全体の理念は、技術産物におけるように諸

部分の形態と結合とに関して、その産物のそとに働く理性的原因の規定根拠であることはできない。そ

の理念は、単に、その物における多様な諸部分の体系的統一(全体)を判定するための認識根拠

として、仮定きれるにすぎない。物の諸部分の形態と結合とを規定する全体の理念は、この場

合、物をそのように判定する主観における認謝艮拠でしかないのである。こつしたカントの考え方は、

自然目的の概念を反省的判断力のための単なる統制的原理としてのみ承認するカントの基本的な立

場の反映であることはいうまでもない。

このことはさておくとして、今やわれわれにとって問題なのは、カントにおいて、この第二の点、

すなわち全体の理念が諸部分の形態と結合とを規定するという有機体の特性と、第ーの点、す

なわちく諸部分が相互に原因であり結果であることによって全体の統一へと結合する〉という

特性とが密接不可分で、あると見なされていることにある。カントの論じかたは、さきの引用に

見るかぎり、第一の点から直接に第二の点を結論づけているようにさえ思われる。

有機体においてその諸部分が相互に原因でありかつ結果でもあることによって全体の統一へ

と結合すると述べるとき、カン卜はその場合、諸部分聞の単なる機械的因果的な相互作用のみ

を念頭においているのではないようである o 各部分が互いに他の部分を産出し合うことによっ

て全体を産出するということについて、詳しくは次のようにいわれる。

「物の諸部分は互いにことごとく……相互に産出し合い こっして全体を固有の原因性から

産出する oそうしてその全体の概念が、改めて逆に……ある原理に従っその全体の原因であるこ

とができょうし、したがってまた、作用因の結合が、同時に目的因による結果として判定きれる

こともできょう (V373)oJ

ここでカントは、物の諸部分が「固有の原因性」に基づいて相互に産出し合い全体を産出す

るという関係を、単なる諸部分の機械的作用因の結合関係としてではなくて、あらかじめ既に

全体の理念すなわち目的因によって判定されるべき結合関係として、考えているように思われる。

換言すれば、相互に産出し合い全体を産出する諸部分の「固有の原因性」が、あらかじめく諸

部分の形態と結合とを規定する全体の理念〉を規定根拠とするよ 7な原因性として把えられて

いるのではなかろうか。それゆえにカントはまた、次に見るように、有機体の相互に産出し合

う諸部分、すなわち「器官(Organ)Jに具わるとされる「形成力(bildendeKraft) J にも言及する

のではなかろうかと、われわれには思われるのである。

カントによれば、技術産物と有機体との決定的な相違は、技術産物の諸部分の結合あるいは

全体の産出の原因が、その物の外部にある目的因に従って働く理性的存在者に帰せられるのに

対して、有機体は、物の諸部分の形態と結合の原因や全体の産出の原因がその物自身あるい
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はその部分に帰せられるょっに、判定きれなくてはならないという点にある o 確かに技術産物

の各部分は、他の諸部分や全体のためにある「器具(Werkzeug)Jとして目的論的に判定きれる o

しかし、有機体の諸部分はそれ以上に、「他の諸部分を産出する器官」として特徴づけられるべ

きなのである(vgl.， V373-4)。

カントは、有機体のこうした器官の相互産出の原因を、機械における単なる「動力 (be-

wegende Kraft) Jによっては説明されえない「形成力」に認める(vgl.，V374)。有機体の諸部分が

相互に産出し合うことによって全体の統一へと結合するのは、諸器官の形成力によって可能なの

である。そしてカントは、その形成力による諸部分と全体との産出を、全体の理念に従がった

目的固なしに可能であるとは見なしえないと考えるのであろう o

しかし翻って考えると、われわれは、物の諸部分が相互に産出の原因であり結果であることによって

のみ全体の統ーを形成するとIt'>う有機体の特性を、果してここでカントの説くように、かかる物の諸部

分の産出の原因の根拠(原因性)に全体の理念をおくようなしかた以外に、換言すればその産出の原因を

目的因としての形成力に帰するようなしかた以外に思惟しえないのであるかどうか、と問うことはで

きるであろう。もしカントが、それ以外の方途を不可能だとするのであるならば、どうしてそ

のように考えるのであろうか。

(四)

以上のような、カントによる有機体の特性描写において、決定的な役割を担わされているものは、

全体と部分の関係である。カントは、有機体における全体と部分との関係のうちに、有機体の形

態の特殊性を見とどけようとするのであり、その特殊の関係が自然目的の概念を不可避的に要

求すると考えるのである o しかし、有機体における全体と部分との関係が、はたしてカントの

見るように、自然目的の概念と必然的に結ぴつくものとして把えられる他ないのかどうか、 64

節と65節の記述に関する限り、そこにはまだ問題が残されているように思われる。実は、この

点に関して、カントの自然目的の概念に対する批判的な見解が、ふるくから主張されている。こ

こではまず、ウンゲラーのカント批判を見ておこう o

彼の批判の主旨は、カントによる有機体の特性描写から目的の思想を締め出して、自然目的、

内的合目的性の概念を全体性の概念(Ganzheitbegriff)によって全面的に置き換えうると主張す

ることにある。有機体の開j惟の理論的な特惜ゴけにとっては、全体|生の概念ヶ→也の自然カテゴリー

(9) 
とともに一一ーでもって十分で、あって 目的論的考察は余計なこととされるのである 。

，(10) 、申

ウンゲラーによれは 、カ J トLよって自然目的の概念を有機体に適用するための要件ある

いは基準として示される有機体の特性は、われわれが先に見たように、次の三つの命題に要約される。

すなわち第ーの命題は、く有機体の諸部分は、それらの存在と形態からみて、もっぱらそれらの全体への

関係によってのみ可能である〉であり、第二はく諸部分は、相互的にそれらの形態の原因であり結果で
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あることによって、全体の統一へと結合する〉の命題である。またカントはこの二つの命題に

先立つて、 く自然目的としての物は、自己自身の原因であり結果である〉という規定をも与え

ている。ウンゲラーはこの規定を考慮しでも、こうした有機体の特徴づけから目的因が導

き出きれなくてはならないといっカントの主張には、論理的必然性が認められないという。とい

うのは、カントにおいて、〈自己自身の原因であり結果である〉という規定における原因、

結果の意味があらかじめ二重の意味で解されているからである o すなわち一方では諸部

分の総計が全体の「実在的原因」として、他方では全体が諸部分の「理念的原因」と L

て把えられる。換言すれば、一方で全体が、自然メカニズムに従フ諸部分の結果を意味

すると同時に、他方ではその全体が、諸部分の結果(全体)の理念、すなわち諸部分の

目的として、諸部分の原因を意味する。カントは、因果結合のっちに、ひそかに作用因(nexus

effectivus)とならんで目的因(nexusfinalis)をも持ちこんだっえで、く自然目的としての物は自

然自身の原因であり、結果である〉という規定を与えているというのである。

きて、こうしたカントの前提を除去しでもなお、二つの命題によって有機体に付与されるカント

の特徴づけは十分に理解可能で、あるというのが、ウンゲラーの見解である o

ウンゲラーによれば(11)、非有機体に対する有機体の経過の固有の特徴は、有機体の諸部分の

経過によって当の有機体がその全体性において維持きれ、産出・再生きれるという点に認

められるべきである。自然物の経過は、純粋に自然因果的に生じる機能としてか、あるいは、

全体'性の概念に従って調和的である機能としてか、いずれかのしかたで把握されるのであるが、後者に

こそ単なる自然的結晶から区別される有機体の諸商品の特昨性が見られる。有機体の諸部分の結晶は、

当の有機体の全体に一定のしかたで関係づけられて現われることによって 新しい意味を獲得

する o 有機体では、諸部分の経過の綜体は、諸部分の単なる総計(Summe)以上のものであっ

て、一つの統ーを形成する。したがって諸部分の経過については、それらは全体を表出する(dar-

stellen)といういい方が適切なのである o こうしてウンゲラーは、有機体を次のように定義する I有

機体にあっては、大部分の経過がこの自然物の全体性の維持を条件づけ、あるいは同一種の自

(12) 
然物の産出・維持へと導<¥1"1 J とo

カントの第二の命題では〈諸部分は、相互にそれらの形態の原因であり結果であることによ

って、全体の統一へと結合する〉と言われる。ウンゲラーによれば(13)、この命題の条件部分は、そ

れ自身として把えられるならば、純粋に自然因果的な相互関係、入りくんだ交互関係を表わす

以外のものではないという o問題はその結論部分であるが、これは、ウンゲラーの有機体につい

てのさきの定義「諸部分における経過は全体としての有機体を産出・維持する」に呼応すると

いうのである o 有機体の特性として述べられているカントの第二命題を 目的の概念を取り除

いた全体性の概念で処理しうるとウンゲラーは主張するのである o

カントの第一命題 すなわち〈諸部分はそれらの存在と形態から見て、全体への関係によっ

てのみ可能である〉もまた、同様に取り扱われる。ただこれについて彼が、この命題を 「形

- 35-



山本 達

(14) 
態学」特に「比較形態学」の論理的基礎として解釈している点 は、注目きれてよいであろう。

例えば、鳥類の両翼を両棲類、~虫類、晴乳類の前脚に形態学的に相同的(homolog) として取

り扱うことができるとすれば、そのような検索が可能で、あるのは、それらの部分が全体に占め

る位置の類似性のゆえである。諸部分(器官)の相同(Homologie)は、同じ類型(Typus)に属

している諸動物の諸器官についてのみ成り立つのである。すなわち、諸器官が基本類型(Grund-

typus)に関係づけられ、諸部分の現象が基本類型の概念を含む場合にかぎって、諸部分(器官)

の相同が見出きれる o つまるところ諸部分の形態学的比較は、諸部分の全体(類型)への関

係に依存する o 諸部分の相同の探索は、類型を前提とし 諸部分を一つの全体へと秩序立てて

関連づけないことには不可能である。また諸部分は類型としての全体の内部にあって一切

の他の諸部分と空間的に関係づけられることによってのみ、相同的て由る O その場合しかし、ウンゲラ

ーによれば、こうした形態学的な諸部分の全体への依存について、目的概念が占めるべき余地

はまったくないのである。

このようにウンゲラーは、カントで自然目的の概念が適用されるべきだとされる有機体の特性、

すなわち全体に対する部分の関係を、目的概念を排する新たな全体性の概念によって把え直す

ことができると主張するのである。

H.ドゥリーシュもまた同じような立場から、カントの自然目的としての有機体の把握に対

して批判の目を向けている。彼にあっては、カントの有機体観に対する批判的考察をとおして、

全体の概念(Begriffdes Ganzen)を有機体の構成的概念として把える方向が、はっきりと示され

(15) 
ている 。

ドゥリーシュの「生気論(Vitalismus)Jの立場は、「目的」にかえて「終末全体性(Endganzheit)J 

を、「目的論的」にかえて「全体関連的」を、さらにまた「目的因(causafinalis) Jにかえて「全体

化的原因性(ganzmachendeKausalit批)Jを、有機体の「規序理論(Ordnungslehre)Jにおける対

(16) 
象的客観的概念として導入することを意図するものである。ドゥリーシュの見るところ、カン

トが目的論に対して単に反省的判断力による統制的な使用しか認めず 有機体の紘験にとっての構成

的原理としての意義を認めることにちゆっちょする主たる理由は、目的概念の使用が必然的に形

而上学への飛躍を余儀なくするからである。またカントにおいて目的論は、「あまりに人間的心

(17) 
理学的な概念、すなわち意志行為に方向づけられた概念 」でもあるという。それゆえ、カン

トの目的概念から人間的心理学的な要素を切り離すことによって、「全体化的原因性」などの概

念を呈示し、これを有機体の経験の対象構成的な概念に供することができるというのである。

こうしたドゥリーシュの基本的見解に、ウンゲラーも全面的に賛同する O 彼もまた全体性

の概念を、有機体の単なる自然記述のための概念としてのみならず、自然説明(Naturerkl誌rung)
(I8) 

の概念としても確立しようと試みる からである。ウンゲラーによれば、カントもまた生命現象を、

もっぱら空間的にのみ限定きれうるような原因によって機械的に説明することを、不可能なこと

と見なすかぎりにおいては、一種の生気論者であるといえる。カント自身が、有機体の個体発生
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に関する「後成説(Epigenesis)Jの立場をとる H・ブルーメンバッノ、の「形成衝動(Bildungstrie 1コ)J

の考え方に対して同意を示している (vgL，V424)が、 これはその証左であろう。 しかしカントは、

機械的な自然概念に囚われているがゆえに、空間的な原因による自然説明以外の説明のしかたを

自然経験の領域については拒否して、もし敢て機械的な自然説明以外の説明を企てるならば、

形而上学的なもの、経験的に不可知なものに退かざるをえないがゆえに、本来、形市上学的な

意味をもっ「目的因」を、自然説明の原理としてではなくて、単に反省的判断力の統制的な原

理としてのみこれを認め、これによって、機械的な原理による有機体内説明の不十分きを補足

する道をとらざるをえないのである(19) ウンゲラーはこうしたカントの生気論者としての暖昧

な立場を、形而上学的な生気論とよぷ。これに対して、ドゥリーシュに代表される、全体性の

概念を有機体の現象の説明の原理として確立する本来の生気論は、経験的生気論とよばれる。

すなわちドゥリーシュが非空間的な原因と、物質の内部へ作用する非物質的な合法則性とを

仮定することによって、生気論を自然説明のための実効的原理たらしめるよう試みるのに対し

て、カントはこうした原因や合法則性に考慮を払わずに、全体関連的現象の根拠をもっぱら超

感性的なもののみに求める o こっしてカントにおいては、機械的原理では十分に説明されえな

い有機体の現象についての自然探究のために残されている唯一の方策は「擬人化的合目的性の

号 事 (20) キ 骨

表象を『統制的J t.:動員する」と 」たけLなるというのである o

これまで見てきたょっに、ウンゲラーおよび彼によって引合いに出されるドゥリーシュのカ

ント批判によれば、カントにおいて、自然の機械的原理によって十分に説明きれえないとされ

た有機体の特性、すなわち有機体における全体と部分との関係が、自然目的として規定されるさ

いに、そこに「擬人化的目的概念」がもちこまれているが、この概念を除去して全体性の概念

を純化するならば、この全体性の概念を、有機体の現象の自然説明のための構成的概念として確

立することができるというのである。カントが有機体の特性描写において前提する全体

性の概念が構成的概念として明確に呈示きれえなかった理由は、カントにおいて、全体の概念が

目的概念と不可分離であり、有機体の全体と部分との関係が目的因に帰せられ、そしてその目

的因の根拠が超感性的なものに求められているからである。したがってカントは、有機体の自然探

究において機械的原理の不足を補つべき唯一の原理である目的論的原理を、有機体の客観的な

構成原理としてではなくて、その自然探究を導くための単なる手引き、主観的原理としてのみ

確立する他ないのである o

このように見るカント批判がはたして正しいか否かは、いうまでもなく、この批判をとおし

て全体性の概念を有機体の現象のカテゴリーとして認めることを提唱する「経験的生気論J の

立場そのものを十分に検討しないことには決められない問題であろっ。われわれは、ここでこ

の問題に立ち入る余裕はない。ただ、こうしたカント批判を顧慮してわれわれにいえることは、

有機体内特性に関する、少なくとも64・65節におけるカントの記述にかぎって見るならば、そ

こにおいて、自然目的の概念を有機体の全体と部分との関係に適用すべき必然性を示そうとす
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るカントの意図が、必ずしも成功しているとはいえないということである o しかしわれわれは、

このカントの難点をウンゲラーやドゥリーシュのように、自然目的の概念に持ち込まれている

という擬人化的目的概念の使用のいかがわしきに帰するような見方は、カント解釈としてやは

り問題があると考える。カントにおける、〈有機体は自然目的としてのみ可能で、ある〉に確かに

秘んでいるカントの形而上学的関心を、単なる擬人化的目的論の表われに解消してしまうなら

ば、カントが「目的論的判断力批判」によって打開しようとするカント哲学の展望が著しく挟

まることになるで、あろっ。

(五)

有機体の特性への自然目的の概念の適用の問題については、確かにカントの議論の不徹底、

不備が見られ、そこにはウンゲラーらの立場からの批判を許す余地が残きれている oしかし『判

断力批判」には、このよつな不備、不徹底を補つカントの試みも見られるのである。われわれ

は、カントの立場にかえって、有機体の全体と部分の関係と、自然目的の概念との結びつきに

ついてのカントの真意を今少し尋ねてみなくてはならない。

『判断力批判』の77節には「それによって自然目的の概念がわれわれに可能になるところの

人間悟性の固有性(Eigentumlichkei t )について」という表題が与えられている(V405)。この表題

からただちに察知できるように、カントは、人間悟性の固有性、したがって人聞の認識能力の

有限|生にまでさかのぼることによって、有機体への自然目的の概念の適用の問題に解決を与え

ようとしている o われわれはカントのこの試みを見失ってはならな 'v"¥o

きて、この点で注目に価するカント解釈が、 K.テゃユージングに見られる。彼は、カントに

おける自然目的の根本問題を、「なにゆえにわれわれは所与の有機体の諸形態を、他ならない目

的、実在的合目的性の概念の表示と見なすのであるか(2l)J に認める o そうして、有機体の諸形

態への自然目的の概念の適用は、カントにおいて、人間悟性の固有性から始めて根拠づけられ

るという。その意味で77節のカントの論述は、自然目的の概念の超越論的基礎づけの試みとし

(22) 官、 ーや 、。 ー ー白羽
て解釈される 。」つしたアューンングの解釈を参考Lしなから そのカントの試みをたどっ

てみたい。

カントによれば(vgl.，V405) 自然目的の概念は、目的概念である限り、理性的原因性として

の超感性的なものを含む「理念J である。なにものかが自然目的であると判定される場合、その

述語自身は、自然経験において与えられない単なる理念である。しかし、理念としての自然目

的の概念に関係づけられるべき物は、自然経験において与えられる自然産物である。自

然、目的の概念が自然産物の構成的原理であるかのような外観を呈するのは、このためであり、

また、その点に自然目的の概念と他の単なる理性理念との相違もある。ある物が自然目的であ

るとされる判定では、確かにその物が直接的に経験的直観において与えられているとはいえ、

。。
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しかしその物自身が自然目的として客観的に規定きれるのではなくて、その物について、自然目

的の理念にかなうように、単に主観において反省されているに過ぎない。カントはこのように

説いて、自然目的の概念と他の理性理念との相違を、後者が「悟性のための理性原理」である

のに対して、前者は「判断力のための、すなわち悟性一般を経験の可能的対象へと適用するた

めの理性原理Jであることに見出すのである (vgl.，V405)。

自然目的の概念が、たとえ経験的直観に与えられる対象に関係づけられるとはいえ、その対

象を客観的に規定する概念ではなくて、単にその対象をその概念のもとで反省的に判定するた

めの原理、すなわち反省的判断力のための原理でしかないという、このカントの主張は、『判断

力批判』でしばしば強調されることであって、なんら目新しいことではない。われわれは、そ

のことのせんきくをここで試みるつもりはない。われわれにとっての問題は、自然の特殊の物

(有機体)が反省的に判定されるためにも、その反省の基礎に、自然目的の理念がおかれな

くてはならないのは、どうしてか それが、たとえ客観的概念ではなくて単なる理念に過ぎな

いとしても、この種の判定にとって不可欠であるのはどうしてか、その理由である o

カントはこの問題を、「われわれの(人間的)悟性の固有性(Eigentumlichkeit)(V405 ) Jに関

わる問題であると見る。換言すれば、有機体の判定にあって目的論的判定が不可避である根拠

を、 「人聞の認識能力の本性(V.401)Jのうちに求めようとするのである。正確にいえば、きき

に見たように自然目的の概念は反省的判断力のための理念であるがゆえに、今や問われるべき

ものは、「自然の物に関する反省における判断力に関係したわれわれの(人間的)悟性の固有性

(V.405) Jあるいは「判断力に対するわれわれの悟性の態度(Verhalten)(V406) Jなのである。

しかるにカントによれば、当然のことながら、「人間悟性の固有性」の問題は、それが対比さ

れるべき「別種の(高次の)悟性(V406)Jの仮定を前提する o 人間悟性の固有性が示されるた

めには、人間悟性とは異なる、ある可能的な悟性が思惟きれなくてはならないのである。別種の

悟性が仮定的に思惟されることによって、「ある種の自然産物は、われわれの悟性の特殊の性質

からいって、……目的として産出されたものとしてわれわれによって考察きれなければならな

い(V405)Jということができるのである。

きてカントはまず、人間悟性の固有性を端的に「われわれの悟性の性質のある種の偶然性(V

406)Jに見出す。そしてその偶然性について次のように説く O

「この偶然性はもちろんのこと、判断力が↑吾性概念の普遍へともたらすべき特殊のうちに存

する。というのは、われわれの(人聞の)悟性の普遍によっては、特殊は規定されていないか

らであるし、さまざまのものが、たとえある共通的メルクマールで一致するとはいえ、どんなにか多

様なありさまでわれわれの知覚に現出し(vorkommen) うるかということは、偶然的であるか

らである。われわれの悟性は……論弁的(diskursiv )悟性で、あって、この論弁的悟性にとっては、

自然においてこの悟性に与えられうる特殊がどんな種類のものでありうるのか、またどれほど

に異ったものでありうるのかは、偶然的である。そうした特殊がこの悟'性の概念へともたら
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されることができるのである (V406)oj 

さしあたって、判断力に対する関係における人間悟性の偶然性は 判断力により倍性概念の

普遍へともたらされるべき、あるいは、もたらされつる特殊のっちに見出される。そしてその

特殊にそなわる偶然性は、特殊それ自身が悟性の普遍的概念によって規定されていないという

事実を意味する。カントはこの事実をまた、多様なものが知覚に現出する偶然性に見ている。

たとえ、多様なものが判断力により悟性概念の普遍にもたらされうることによって、多様な特

殊的なものが普遍的メルクマールを共通にもつようになるとはいっても それらのものがさま

ざまに違った姿で知覚に現出すると1，..'う、そのこと自身は、われわれの悟性の普遍的概念によ

って規定きれておらず、したがってわれわれの悟性にとって偶然的なのである O こうした人間

悟性をカントは「論弁的」悟性として特徴づけ、また「論弁的」悟性による認識においては、

「特殊は普遍のみからは導出されえない(V.406)j ともいう o

ところで、偶然性を固有性とする人間悟性、論弁的悟性は、「別種の(高次)のd悟性」すなわ

ち「直観の完全な自発性の能力」あるいは「直観的(intuitiv)悟性」が思惟されることによって、

これと対比されるべきなのである (vgl.，V.406)。この悟性は「普遍から特殊へと、そして個別へ

と進むのではない(a.a.O.んしたがって、この悟性にとっては、「特殊的諸法則に従う自然の産

物における自然の、悟性への調和的合致(Zusammenstimmung)の偶然性(a.a.O.)j は存しない。

「直観的情性」との対比において、論弁的悟性の固有性が次のように説カ通れるのである。

論弁的悟性にとって、特殊それ自身は規定されえず、偶然的である。カントによればしか

し、このことは、より正確にいえば、論弁的悟性における普遍が「綜合的・普遍」ではなくて、

「分析的・普遍」にすぎないからである(vgl.，V407)。人間悟性は、「その認識において、例えば

ある産物の原因の認識において、分析的・普遍(概念)から特殊(所与の経験的直観)へと進

まなくてはならない。その場合したがって、その惜性は後者の多様性に関してなにごとも規定

していない(a.a.O.)oj多様な特殊そのものを、あらかじめ規定しえない悟性の普遍が、分析的・

普遍として性格づけられる。この性格はデュージングも説くように、われわれの経験的認識に

事 号 、由時 ‘ー
おける悟性の諸概念についてあてはまる}とたといえる 。悟性の普遍的概念は、内容の豊か

な表象を分析することによって抽出きれる部分表象であるが、われわれの経験的認識は単にそ

うした普遍的概念からのみ成り立つものではない。そのためには、われわれの今一つの認識源

泉である感性的直観において与えられる特殊的多様なものが、概念に付け加わらなくてはなら

ない。してみれば、人間悟性の偶然性でもって、さしあたり意味きれていることは、人間悟性

が経験的認識を獲得するためには、単に諸概念を分析し相互に従属し合うだけではなくて、き

らにまた特殊的多様なものを与える感性的直観へと指し向けられていなくてはならないという

事態である。分析的・普遍から出発する人間悟性のこうした論弁性が人間悟性の偶然性に他な

(25) 
らないのである 。

カントによれば、これに対して「直観的悟性」は、そこではこうした偶然性が見当らないも
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のとして、思惟される。それは、「われわれの悟性のように論弁的ではなく 直観的であるがゆ

えに、綜合的・普遍(全体そのものの直観の)から特殊へと進む、すなわち全体から部分へと

進む(V407)り分析的・普遍が部分表象であるのに対して、直観的悟性の綜合的・普遍は、全体

表象である。綜合的・普遍は、多様なものの特殊性や差異性を抽象した共通のメルクマールと

いったものではなくて、全体表象のうちに既に特殊と多様とを部分として包括するような普遍

である O 全体表象が既に認識であるような、そうした全体をカントは、綜合的・普遍とよぶの

である
位。

人間悟性の以上のょっな 直観的悟性に対比きれるべき論弁的倍性としての固有性をふまえ

て、そこからカントは、目的概念の導出を根拠づけることができると考えるのである。カント

によれば、綜合的・普遍から特殊へと、全体から部分へと進む直観的悟性による全体表象にお

いては、「全体の一定の形態を可能ならしめるうえでの、諸部分の結合の偶然性(V407)Jは生じ

ない。そこでは全体の直観がそく認識であるから、諸部分の結合はすべて必然的である o これ

に対して、「われわれの悟性はそつした偶然性を不可欠とする。といつのも、われわれの悟性は

〈普遍的に思惟きれる諸根拠〉としての諸部分から、それらに包摂されるべき、帰結としての

きまぎまの可能的形態へと、進まなくてはならないからである (a.a.O.)oJ ここで、〈普遍的に思

惟される根拠〉としての部分が、論弁的悟性の普遍的概念、分析的・普遍としての部分表象を

意味し、可能的形態は、その普遍によって包摂されるべき特殊を意味することはいうまでもな

い。われわれの論弁的悟性の認識における普遍から特殊への歩みが、根拠として諸部分から帰

結としての全体(特殊的形態としての)へとたどりつくこととして説かれるのである。しかる

にカントは、論弁的惜性における普遍と特殊、部分(表象)と全体(表象)の関係を、このよ

うに根拠と帰結の関係として把えるとき、この関係に対して単なる論理的関係以上の意味を与

えているのである o

ききの引用につづいて、「われわれの悟性の性質からすれば、……自然の実在的全体は、単に

諸部分の競合する諸動力の結果としてのみ見なきれるべきである (V407)Jとされる o ここから

容易に察せられるように、〈普遍的に思惟きれる根拠としての諸部分〉は、単に、これまで見てき

たような普遍的諸概念としてのみ把えられているのではなくて、同時にまた、自然物自身の

諸部分としても考えられているのである o それとともにまた、経験的直観における多様として

の特殊、すなわち普遍に包摂されるべき特殊も、自然物の特殊的形態、一定の形態をもっ自然

物の「実在的全体」を意味するのである。今やカントにとって問題なのは、論弁的悟性におけ

る「諸部分の複合体としての自然対象の位験的認識(27)J の可能性なのである。

してみれば、特殊それ自身が普遍によって規定されていないという論弁的悟性の偶然性は、

カントによれば、特殊的自然物の経験的認識において、部分表象としての普遍的諸概念がその

所与の自然物に関して結ぴつくことの偶然性でもあるのである。他方 全体から部分へと進む

直観的悟性にあっては、諸部分の表象は、諸部分を包括する綜合的・普遍としての全体の直観
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なしには不可能であって、諸部分の性質と結合とは全体によって、全体において必然的なので

ある o

したがってカントによれば、もしわれわれが、特殊的自然物の経験的認識における論弁的悟

性のこうした偶然性に安んずることなく、自然物の実在的全体を把握しようと欲するのである

ならば、論弁的悟性がそれに対比きれるものとして思惟きれるべき直観的悟性に、われわれは

準拠せざるをえないのである o カントは次のように説く。

「もしわれわれは、われわれの論弁的悟性に適って、全体の可能性を諸部分に依存するよう

なものとしてではなくて、直観的(原型的)悟性に準拠して、諸部分の可能性を(それらの性

質と結合の点で)全体に依存するようなものとして表象しようと欲するのであるならば、その

場合このことは、われわれの悟性の固有性からして、全体が諸部分の結合の可能性の根拠を

含むという具合には生じえない(そのようなことは論弁的認識様式では矛盾であろう)。そうで

はなくて、単に、全体の表象が全体の形態と これに属する諸部分の結合との可能性の根拠を

含むというしかたでのみ生じうる (V407-8)oJ 

単なる論弁的悟性は、所与の自然物の経験的認識において、諸部分から出発して全体へと向

かうかぎり、諸部分の結合はその悟性の普遍にとってどこまでも偶然的である o したがってカ

ントは、こうしたわれわれの悟性の論弁性に矛盾せずに、われわれが直観的悟性に準拠しなが

ら、全体が諸部分の結合の可能性の根拠として先行するように したがって諸部分の結合を必

然的として、思惟しうるための唯一のしかたを明らかにしているのである。すなわち、全体が

その表象において、諸部分に先行する、諸部分の結合の可能性の根拠であるように思推されるべき

なのである。実在的全体は確かに、論弁的悟性から見られるかぎり、諸部分の結合によって可

能である結果として思惟きれる他ない。しかしそれと同時にまた、この結合自身が、可能的な

実現されるべき全体についての先行的表象によって導かれるものとして思惟きれなくてはなら

ないのである。こうした思惟における二重構造を表わすものこそ、目的概念に他ならないのであ

る(28)

というのは、われわれが直観的悟性に準拠しようとするのであれば、「全体は、…ーその全体

の表象がその全体の可能性の原因として見なされるような結果(産物)ということになろう (V

408)Jが、「原因〔諸部分あるいはその結合〕の規定根拠がその原因の結果〔全体〕の表象にす

ぎないような原因の産物は、目的とよばれる (a.a.O')Jからである。

テボユージングの説くように側、われわれ人聞が側、諸部分の結合をこれに先行する全体に依

存させて思惟しようとすれば、そこにおいては、諸部分の結合の可能性の根拠として概

念において表象きれる可能的全体と、経験的対象として与えられる現実的全体とが区別きれな

くてはならないことは、カントにとって重要なことなのである。われわれ人間にとっては、諸

部分の結合が依存すべき全体は、ただちに、経験的直観に与えられる現実的全体であるわけで

はない。それは、表象において投企された可能的全体にすぎない。可能的全体の先行的概念は、
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諸部分がいかにして結合し、その結合から現実的全体としての自然的対象がいかにして生じる

かを経験的に認識するための、単なる規則を含むものでしかない。その先行的概念とともに、

諸部分が、したがってまた諸部分の結合としての現実的全体が、一挙に現に与えられるわけで

はない。そのようなことは、純粋な直観的悟性にあってのみ起こりうるのである o

われわれが諸部分に先行する全体を思惟しうるのは こうした目的論的な思惟においての

みである。そしてそのことは、カン卜によれば、われわれの人間悟性の特殊の性質に基づFくこ

となのである (vgl，V408)。諸部分がなんらかの仕方で、全体に依存するものとして思惟きれる

べきであるならば われわれ人聞はこのことを目的論的原因性によってのみ理解できるのであ

るo そうして目的論的原因性にあっては、概念における可能的全体が、経験的直観における現実

(31) 
的全体から区別きれざるをえないのである

ところでカントによれば、特殊の自然物としての有機体がわれわれに現に与えられていると

いうこと、しかもその特殊的形態の可能性が機械的に十分に説明きれえない偶然的なものとし

て与えられているとい 7ことは、経験的な事実として前提きれる。有機体は、全体としての統

一的形態を有する自然物として与えられるが、われわれはその形態を論弁的に諸部分の動力や

諸々の物質的要素の結合の結果として見るかぎり、どこまでも偶然的事実である。 64・65節の記述に見ら

れたように、有機体の全体的統ーは諸部分の機械的な結合によってのみ生じるのではなく、その結合は

全体に依存するものとして経験される。してみれば、われわれは、有機体の全体的統ーをその可

能性について思惟しょっとすれば、目的の概念を使用せざるをえないのである。われわれは、

直観的に与えられている有機体の全体としての特殊的形態を この全体についての先行的表象

を規定根拠とする原因の結果として表象する。われわれは 有機体としての自然物を、目的に

従う原因性によって生起するものとして思惟せざるをえないのである o そうして、有機体をこ

のように思惟せざるをえないことは、われわれの論弁的悟性の偶然性に由来することなのであ

る。われわれの論弁的悟性にとって、有機体における諸部分の全体への結合が偶然的であるが

ゆえに、もしその全体が現に与えられているとすれば、この全体は自然目的として思惟されざ

るをえないのである このように カントにおいて たとえ自然目的の概念が反省的判断力

の原理としてではあっても 機械的に十分に説明されえない自然物 すなわち有機体に対して

それが適用されるべきことの必然性は、 われわれの↑剖生の有限性としての論弁性に由来することとし

(32) 
て基礎づけられるのである

〔註〕

カントの著書からの引用は、アカデミー版全集による。その引用箇所は本文中の( )内にその巻数を付した

ページ数で示される。

(1) 判断力批判』の「序論」としては、「判断力批判』第一版 (1790年)以来、本文に添えられている「序論」

だけではなくて、アカデミー版第20巻に所収の「第一序論(ErsteEinleitung in die K ritik der Urteilskraft) Jも

考慮されるべきである o
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